
１　各運営業務の履行状況
（１）播磨社会復帰促進センター
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２　違約金の対象となる事実

３　功績のあった事実

４　全体的な傾向

播磨社会復帰センター等運営事業におけるモニタリング結果表（平成２０年度）

結果（要求水準未達事案）の概要

結果（要求水準未達事案）の概要

　該当なし。

該当なし

共通

運営業務

維持管理

モニタリング
対象業務の区分

該当なし

　事業契約書に基づく改善勧告を要するような要求水準等未達事案はなく，減額ポイント計上に至った事実の多くは，
業務の疎漏によるものであった。しかし，要求水準未達状態の回復が速やかに行われているため，実害は生じていな
い。
　また，功績事実として，近隣矯正施設における保安事故発生に際して必要となる協力を行うなど，要求水準等に定め
る範囲を超える貢献があった。
　全体としては適切な事業運営がなされているものと評価できる。

共通

モニタリング
対象業務の区分

国の職員からの指示違反など

該当なし

差入物品の過誤処理など

該当なし

保安検査の疎漏など

作業報奨金の計算・入力の誤りなど

該当なし

　近隣矯正施設における保安事故発生に際しての必要となる協力など

運営業務

国の職員からの指示違反など

領置物品の過誤処理など

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし
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